
金
部
官
邸
志
巻
十
大

承
安
四
年
に
御
再
興
あ
り
し
か
E
‘
共
の
後
ま
た
絶
え
た
り
し
と
ぞ

聞
ね
け
る
。
然
る
に
共
の
後
朝
廷
御
衰
微
に
て
、
さ
る
節
舎
も
無
か

り
し
か
ど
、
武
家
に
は
慶
長
・
元
和
徳
川
幕
府
の
治
世
と
成
り
、
天
下

泰
平
に
属
し
、
百
事
復
古
の
際
、
諸
藩
に
相
撲
者
を
召
抱
え
け
る
事

始
り
、
元
和
・
寛
永
の
頃
盛
ん
た
り
し
ゅ
ゑ
に
‘
吾
が
前
田
家
に
も
相

撲
者
を
ぽ
多
〈
召
抱
え
ら
れ
し
と
ぞ
。
奮
海
中
の
諸
記
録
を
考
ふ
る

に
、
三
登
記
民
、
元
和
丸
年
二
月
利
常
卿
の
母
堂
玉
泉
院
殿
逝
去
の

時
、
獅
子
之
助
と
い
ふ
御
相
撲
の
者
を
貨
国
寺
へ
被
v
遁
た
る
よ
し
見

b
.
叉
寛
永
三
年
の
頃
.
宮
山
藤
縄
と
い
ふ
御
相
撲
の
者
、
金
津
に

て
徒
黛
を
結
び
、
土
磁
を
破
り
け
る
に
依
り

τ、
刑
罰
に
鹿
せ
ら
れ
、
.

叉
共
の
頃
歌
舞
伎
座
あ
り
て
、
歌
舞
伎
を
奥
行
し
け
る
に
、
御
歩
行
・

相
撲
の
者
は
何
れ
の
芝
居
に
て
も
、
札
銭
た
し
に
見
物
す
。
と
あ
り
。

叉
寛
永
十
一
年
に
金
棒
城
内
玉
泉
院
丸
の
露
地
に
築
山
・
泉
水
を
命

ぜ
ら
れ
し
に
、
御
相
撲
の
者
五
十
人
と
‘
盲
人
者
と
名
付
け
た
る
鍛

焔
の
者
共
と
、
騒
々
川
駅
前
立
に
て
、
御
意
に
随
う
て
働
き
け
れ
ば
‘

頓
て
御
露
地
出
来
す
。
と
あ
り
て
、
寛
永
十
一
年
の
頃
は
相
撲
者
五
十

入
居
た
る
事
知
ら
れ
た
り
。
扱
相
撲
者
を
召
抱
え
ら
れ
し
事
は
、
藩

士
比
良
氏
系
固
に
、
寛
永
三
年
微
妙
公
御
上
洛
之
時
分
、
比
良
左
内

か
。
或
は
一
京
ふ
。
相
撲
組
の
者
を
駿
せ
ら
れ
し
時
‘
相
撲
の
者
共
を

ぽ
露
地
掛
り
に
命
ぜ
ら
る
。
是
を
乎
木
足
程
と
呼
ぺ
り
。
手
木
足
騒

は
相
撲
組
の
者
な
り
し
故
に
‘
後
々
ま
で
も
江
戸
左
ど
に
て
は
.
加

賀
の
御
相
撲
と
呼
べ
り
と
い
へ
り
。

O
相
撲
順
睡
侮
話

穂
尾
記
に
云
ふ
。
昔
我
が
務
に
相
撲
の
者
を
抱
え
置
か
れ
た
る
頃
、

願
砲
と
擁
す
る
無
双
の
相
撲
あ
り
。
三
十
三
番
引
綬
け
て
勝
ち
た

り
。
依
り
て
名
を
順
砲
と
呼
ぺ
り
。
共
頃
越
前
家
の
抱
相
撲
に
嵐
遁

手
と
て
、
無
双
の
相
撲
た
り
し
が
‘
或
年
徳
川
家
康
公
相
撲
興
行
を

命
ぜ
ら
れ
、
御
覧
の
時
願
砲
と
嵐
迫
手
と
組
合
は
せ
り
。
然
る
に
願
砲

投
げ
ら
れ
た
り
。
是
よ
り
加
賀
落
に
相
撲
組
を
止
め
ら
れ
、
手
木
の

者
に
成
り
た
り
。
と
い
へ
り
。
平
次
按
宇
る
に
、
服
組
と
絹
せ
る
相
撲

者
の
事
は
、
校
合
雑
記
に
云
ふ
。
結
按
三
河
守
秀
康
公
或
時
伏
見
に
て

家
康
公
・
秀
忠
公
御
用
所
を
招
鯖
し
給
ひ
、
角
力
興
行
あ
り
け
る
が
・

秀
康
公
の
抱
相
撲
遁
乎
と
前
田
利
長
の
順
砲
と
取
組
み
け
り
。
是
ぞ

今
日
の
閥
角
カ
‘
誠
に
晴
な
る
勝
負
た
れ
ば
、
諸
人
片
唾
を
の
み
見

物
す
。
彼
の
服
組
と
い
ふ
は
・
つ
ピ
け
ざ
ま
に
三
十
三
番
勝
ち
た
る
が

ゆ
ゑ
に
.
三
十
三
ク
所
陀
札
・
を
納
む
る
順
般
に
な
ぞ
ら
へ
、
名
付
け

金
滞
官
蹴
志
血
管
十
宍

五
O 

相
撲
組
に
被
=
召
抱
一
知
行
百
石
拝
領
被
日
仰
付
↓
と
見
h
、
江
州
今
津
甚

右
衛
門
由
緒
書
に
.
利
常
卿
寛
永
年
中
御
上
婚
の
時
、
議
右
衛
門
家

b
渉
筋
v
入
、
相
撲
御
覧
被
v
成
。
獅
子
之
助
と
云
ふ
相
撲
取
、
甚
右

衛
門
方
に
罷
在
慮
、
被
a
召
抱
-
御
供
仕
御
国
b
罷
越
。
と
あ
り
。
叉
菅

家
見
聞
集
に
、
正
保
二
年
四
月
陽
庚
公
逝
去
に
付
、
小
笹
善
四
郎
は

御
手
廻
組
相
勤
め
、
寛
永
年
中
相
撲
の
曾
盛
ん
た
る
時
分
、
山
城
園

烏
mm
皐
よ
り
被
a
召
抱
一
共
後
御
厚
思
を
譲
り
、
共
御
恩
を
報
ぜ
ん
第

め
と
て
殉
死
仕
る
。
と
見
b
、
叉
有
海
永
貞
の
古
兵
談
磁
袈
集
に
‘

利
常
卿
長
潰
屋
奥
兵
衛
と
い
ふ
相
撲
取
を
召
抱
え
ら
る
。
共
頃
天
下

相
撲
時
花
り
た
る
故
た
り
。
と
あ
り
。
右
等
の
僻
説
共
に
て
見
れ
ば
、

相
撲
者
を
被
昌
召
置
-
た
る
は
.
元
和
・
寛
永
の
頃
の
み
友
ら
ん
か
。
寛

永
十
阿
年
四
月
廿
一
日
の
定
容
に
、

一
、
辻
立
・
辻
歌
・
す
ま
ひ
の
事
。
居
屋
敷
之
内
、
す
ま
ひ
同
前
之
事
。

一
、
面
々
居
屋
敷
・
下
屋
敷
並
町
屋
何
方
に
て
も
、
を
ど
り
共
外
人

あ
つ
め
、
高
聾
狼
成
遊
事
。

右
保
々
御
停
止
の
皆
被
a
仰
出
-
候
。

按
や
る
に
‘
寛
永
十
四
年
に
右
の
如
く
金
揮
に
て
相
撲
停
止
に
相
成

る
に
付
、
此
時
藩
主
召
抱
の
相
撲
組
も
陵
止
に
成
り
た
る
た
ら
ん

た
り
し
程
の
大
力
な
れ
ば
、
良
e
勝
負
も
わ
か
ら
ざ
り
し
が
、
這
乎

カ
や
増
り
た
り
け
ん
。
力
足
を
ふ
ん
で
迫
手
.
順
砲
を
場
中
へ
注
げ

出
し
け
れ
ば
‘
庭
上
に
あ
っ
ま
れ
る
見
物
の
も
の

E
も
‘
し
た
り

/
¥
と
一
同
に
ど
よ
み
け
る
を
‘
奉
行
人
馳
せ
ま
は
り
、
御
前
也
と

制
し
け
り
と
云
々
。
関
屋
政
春
の
古
兵
談
に
は
‘
限
穂
と
一
冨
ふ
相
撲

の
名
代
は
三
十
三
番
続
け
て
勝
ち
た
る
故
た
り
。
或
時
黄
門
秀
康
卿

の
御
相
撲
の
者
に
勝
ち
た
る
と
て
、
立
腹
被
v
成
、
あ
れ
切
れ
と
仰
せ

ら
る
。
秀
康
卿
の
家
臣
土
屋
左
馬
助
刀
を
ぬ
き
共
健
切
ら
ん
と
す
。

蹴
櫨
逃
げ
L

る
に
‘
共
先
に
高
塀
の
あ
る
を
、
飛
付
き
て
塀
を
乗
る

底
を
袈
裟
懸
に
切
り
た
り
。
去
れ
ど
も
服
組
名
轡
の
平
き
者
に
て
深

〈
嘗
ら
宇
。
切
先
は
づ
れ
に
右
の
尻
先
よ
り
十
一
の
漣
ま
で
筋
遼
に

焼
あ
り
。
共
後
加
州
へ
来
り
、
利
常
卿
に
奉
仕
し
‘
戸
川
宗
芦
と
去

ひ
て
1

七
十
飴
歳
に
て
病
死
す
。
大
縞
人
也
と
。
有
海
武
貞
の
朱
書

に
云
ふ
。
加
州
の
士
伴
事
内
と
て
五
百
石
取
り
た
り
。
此
者
宗
予
の

聾
に
成
り
て
、
金
銀
財
貨
を
貰
ふ
不
首
尾
に
て
限
被
v
下
、
浪
人
し
て

有
徳
た
る
を
以
て
在
京
し
て
病
死
す
。
共
子
河
合
庄
左
衛
門
と
-X
ふ

浪
人
不
力
に

τ、
伴
八
矢
長
裕
に
養
は
れ
て
、
享
保
年
聞
に
病
死
す
。

と
あ
り
。
平
次
按
宇
る
に
、
右
戸
別
宗
芦
は
、
寛
永
四
年
の
士
帽
慨
に
、

五




